
資料
(その他要望にない項目等)


平成  24年 11月 14日(水)

財務省



自 次

く各税共通> 
  

CD 自宅等からの納税紅明書のオンライン語求(窓口交村分)Iこ罷る需子響名等の省略・・・・・・・・・・り・・・・� 1
 
@ 災害による期限誕長等の場合の斑lEの請求に対する資!lE等の除斥期間の延長・・・・・・・・


く所得税関係> 

舎 災害iこよる*告を期麗延長の場合の特別還付金請求畿に対する決定期間の誕長� ................."....".1

告 示j子毒事iこ探る瀦議所得説の続税識の克蓋し・・・‘・� e・


""""" .......................... 親定等の克直し..j源泉所得税!こ探る加算説の賦課決定の訴轄庁の特静告 " 
 2"・・・・.. ...... 

@ 被災居住用財産の譲渡所得iニ傑る課税の特例の適用対象者の克置し・・・樋・・・・・・・・・・・・・� ・..・・・・・・・・ 2a

⑦ 再び居住の朋に供Lた場合の依喝ローン控除制肢の見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 2
 
@ 財産農務明細審の記載事項の盤錨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 2

命 資産の議諜代金が回収不能となった場合等の摂樽計算の特艇の摂要の親定の整儲・・・・・・・・・""""・・・・ 2


く棒読競・婚与税関議>。
露外iこ居住する相続人等iこ対する相続程・贈与税の課税の遥正化 "・.""""" ................ "・..� e・・・・・・・・・・� 2

く法人税関保〉。
災害損失欠損金額の損金算入の申告書記載要件の明確化� """"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 3
 
9 投資簿鵠修正を要する連結子法人株式の譲濃等による譲渡譲益の明確住・・・・・・..・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

金 畏事蒋主主等による董務免数等があった場舎の鶏議場れ欠損金の議金算入額接室額の見叢し・・・・・・・・・� 3
 
e 
 """" .............. "..・・・"震の鱗接対象の晃藍しjこ係る譲護等鑓失畿の損金算入君事i特定資諜� """""
"""3 
....
 ....
 .. 


3"・・・・・・・・・・・・・・・""" .............. 連結法人間で灘格現物分配が行われた場合の連結留保金額の見直し・・"号4



4

く潜税関係> 

命 入欝者が輸入するウイスキー等に係る潜税の税率の棒鋼の適用期� E震の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 4


くたばこ税関様>
窃� ..・・・.. .............. .. .... 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の連盟期限の路長・・・・・・・..

く国際課税関係>
・・・・・・・・・・*・・・・・.� 

母� i議大支払示j子税制の克箪し

噂 徴収共助制度の晃直し .... ..... .. .... .. .............. .. .................. . ..... ........ . 4. ...... . ............ ... e

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・黛..
 .事・・・・・・・・・・ ........ ... ........................ . ...... ... .......... 4


くその他の鶴貌環境整礎>

ゆ 税理士脅� IJ艇の見重し� l・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� y・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・� 4
 



その他要望にない項目等� i 
(納税環境の膝備を推進する等の観点からの検討項目) ~ 

~"'M位以令-:-&:~主必~突起持民1号Ñ';対日民お捗汚安弘、 守相ぬ""民ぬ~;;-;袖安出;o;..~主持~....岬Q、、昂rNI'~'Ü;

く寄税共通〉

合 議宅等からの続税証明撃のオンライン藷求〈窓臼交付分)(こ孫る電子署名等の省略
(時かはンライン藷北関窓口で離にて締総務齢交付愛知場合は担加担糟)

の付与・送信を行うことを省略することができることとする。� 

@ 災害による期限延長等の場合の更正の請求に対する更正等の除斥期間の延畏
(災響山期限問れる場合や期間了間祭日に当た同町期限とされる場何時向山

実lE絡ができるよう、更正等の除斥期開設延長する。� J

く所待税関係>

舎 災害による串告期賎謡長の場合の特別還付金諸求書に対する決定期簡の延長
( 災一鶏限延一場合の調印誇お三対して待機倣OJx*fiil1::iEi1~で…特別遼憾の支給)
決定期間を延長する。� 

④ 利子等[こ係る源泉所得税の納税地の見直し
〔利子配鵠山源泉所蜘納税問る支払問問酬が�  ζれらの所楠得の


の移車転語後の本脂の所在地毛なt とこするο
これらの所得に係る源泉所得税の納税地t J 



告 諜泉所得説に係る加算税の賦課決定の所轄庁の特観想定等の見直し
源泉所得税の納税地が異動した場合に、� 

CD 加算税の賦謀決定につき旧納税地役所轄する税務署長がその泉護者の芸評5還を知らないことにつきやむ役得ない事情があ

るときは、その税務署署長がその斌採決定をすることができることとサる。� 

③ 	 納税の告知処分につき処分後に納税地の兵動があった場合には、新納税地を所轄する税務署書長に奥議申立てをするこ

ととし、また、異議申立て後に納税総の異動があった場合には、新納税地を所轄する税務署長が異議決定することがで

きることとする。

番 被災差注毘慰産の譲渡摂得iこ係る課税の韓併の適舟持象者の見薮し
{ 車交白木大震災により居住浴室室長護が被災し居住の尽に供せなくなり、かっ、当該家屋の所有者が死亡した後において、当� i 
Ii	 弓懸籾続人がZ妻役湾財産を議� i該家獲に問題していた相続人が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、一定の要件の下、当該i
十渡した場合の各種の特例の適用者E受けることができることとサる� ! 

⑦ 再び居住の用に供した場合の住宅口一ン舵除制度の見直し
[悦ー捌度…胸に居住ーし山いて転問理由…叩供しなくい開  i
その年中に再ーぴ居住のFおに供した場合にも適用を受けることがでさることとする。� J

長会 財産量務明結蓄の記載事項の整藷
〔財産債務務総蓄の記緩家演の幾綴そ行う。

金 資産の譲渡代金が閉収不議となった場合轄の所得計算の特例の所要の規定の整鵠� 
( 平成� 25年4月の国有林野家薬の改革のための特別措援法の幾応時う所要の規定の整絡を行うα	 〕

〈相続税・贈与税関係〉。国外に居住する相続人等に対する相続税・贈与税の諜税の溜正化
[ 子や孫一間一日}とより問一税問れるー税回避酬がれて一点ら相j
続税・贈与税の納税義務の諮問について検討する。	 I 

- 2 



く法人税関議〉� 

@ 災害損失欠損金額ぬ撰金算入の申告書記載要件の明確化

[ 一一一確 定申告一一一一ーがない場合であっ]
ても、その後の修正取告や吏認の請求の擦にその明絡を記載した書類の提出があれば、災警擬失欠損金額の損金!

算 入の適 用があることを明縫化する。)

窃 投資簿価鋒正を要する連結子法人株式の譲渡等による擁護撰議の明確化

〔 投資簿価修正に係る簿価修正額について所要の整備を行う o ) 


⑬ 	 民事持生等による債務免除等があった場合の期限切れ欠損金の摘金算入額限度額
の見直し
[問蝉山僚務免除等があった場合の期一損 吋綿入時吋金控除問自に i
青色欠損金舵除前の所得金額のうちに債務免除益等の額の占める割合を乗じて計算した金額以下とする。� J

。特定資産に係る擁渡等損失額の損金算入制度の制限対象の見直し
支童三関係のある法人から適格組織再編成等により移転を受けた資産については、移転せE受けた法人は当該支

臨関係のある法人が資産設有することとなった持からその資産を有していたこととする。

適格合併喜多の被合併法人等が、合併法人と支配関係のある他の法人を被合併法人とする合併殺行っていた場

合に、当該{畿の法人がその支記関係前から有する資産の譲諜等損失を含む欠損金の引継ぎを餓限する。� 

§ 違結法人間で適格現物分配が行われた場合の違詰留穣金額の見直し

( 遼絡鱗融特縦窓時…号

資E E J援菱の{錨磁額宅役逮結留保ま金設額に念めることとする。� 

3 



〈酒税関係〉。入国者が輸入するウイスキ…等に係る酒税の税率の特例の適用期限の延長
(柑に入閣する旅行者等糊して又 1;;I:7JIJ~ L，l輸入する山キー明る酬の税率の特例措置に吋通関時〕

における納税手続の簡素化の観点から、適用期限を延長する。)

くたばこ税関係〉

争 入器者が輪入する紙巻たばこのたまこ説の説率奇特棋のi議題期援の延長
(械に入問旅自主携帯民同滋して総入する紙紙ばこに係山こ税の税鞠特例措愛一議関 j

特 における綿税手続の簡素化の銭点、から、適用期限設延長する。)

〈国際課税関係〉� 

⑩ 徴収共助制度の見直し
( 徴収共助に関して条約相手鐙に対する送金事務を合理化するための根拠綴闘の猿備を行う。

争議大支払手IJ子税額の見直し
( 滋大支払利子繍と過少資本税総との双方が麟され得る場合における愛媛都排除に関する規定の見直し続行う。)

〈そ夜)11患の納税環境整構〉

畿税盟士制震の見藍し

〔蹴を 問〈状悶

る観点から、税理士制度の見直しi ノにこ肉けた検自討サを進める。
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